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論　　　説

第
一
章　

は
じ
め
に

　

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
）
は
、
二
〇
〇
〇
年
五
月
二
四
日
に
公
布
さ
れ
同
年
一
一
月

二
四
日
に
施
行
さ
れ
た
議
員
立
法
で
あ
る
。
本
法
の
立
法
目
的
に
つ
い
て
、
草
案
提
案
者
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
最
近
、
我
が
国
に
お
い
て
、
悪
質
な
つ
き
ま
と
い
行
為
や
無
言
電
話
等
の
嫌
が
ら
せ
行
為
を
執
拗
に
繰
り
返
す
、
い
わ
ゆ
る
ス
ト
ー

カ
ー
行
為
が
社
会
問
題
化
し
て
お
り
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、
殺
人
な
ど
の
凶
悪
事
件
に
発
展
す
る
事
案
が
全
国
的

に
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
」
る
。「
こ
れ
ら
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
国
民
か
ら
も
特
に
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
を
規
制
し
て
ほ
し
い
と

の
要
望
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
初
期
段
階
に
お
い
て
法
令
を
適
用
し
、
防
犯
上
適
切
な
措
置
を
講
ず

る
こ
と
が
、
重
大
犯
罪
発
生
の
未
然
防
止
に
極
め
て
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
」
い
る
が
、
し
か
し
「
現
実
に
は
既
存
法
令
の
適
用

が
困
難
な
場
合
が
大
部
分
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
有
効
な
対
策
を
と
り
が
た
い
も
の
で
あ
」
っ
た
。「
そ
こ
で
、
こ
の
法
律
案
は
、
こ
の

よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
を
処
罰
す
る
等
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
に
つ
い
て
必
要
な
規
制
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
相

手
方
に
対
す
る
援
助
の
措
置
等
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
の
身
体
、
自
由
及
び
名
誉
に
対
す
る
危
害
の
発
生
を
防
止
し
、
あ
わ
せ

て
国
民
の
生
活
の
安
全
と
平
穏
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
立
案
し
た
も
の
で
あ
」
る
、
と
。

　

当
該
立
法
理
由
や
法
一
条
の
目
的
規
定
に
基
づ
き
、
通
説
的
見
解
は
、
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
犯
罪
の
一
つ
で
あ

る
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
（
一
八
条
、
二
条
）
の
保
護
法
益
を
、「
個
人
の
身
体
、
自
由
及
び
名
誉
」
と
「
生
活
の
安
全
と
平
穏
」
の
両

者
と
解
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
い
う
「
個
人
の
身
体
、
自
由
及
び
名
誉
」
は
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
そ
れ
自
体
で
は
な
く
エ
ス
カ

レ
ー
ト
し
た
後
の
行
為
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
保
護
法
益
の
理
解
は
、
直
ち
に
二

つ
の
疑
問
を
生
じ
さ
せ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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ストーカー行為罪に関する一考察（一）　
　

第
一
に
、
新
た
な
意
思
決
定
を
要
す
る
将
来
の
行
為
に
よ
り
生
じ
る
危
害
を
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
の
処
罰
根
拠
と
捉
え
て
よ
い
の
だ
ろ

う
か
。
後
続
行
為
が
惹
起
す
る
侵
害
を
処
罰
根
拠
と
す
る
犯
罪
類
型
と
し
て
、
例
え
ば
、
予
備
罪
が
挙
げ
ら
れ
る
。
各
種
予
備
罪
で
は

基
本
犯
を
実
行
す
る
目
的
が
要
件
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
極
め
て
抽
象
的
で
は
あ
る
が
基
本
犯
に
よ
る
侵
害
の
危
険
性
が

予
備
行
為
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
後
続
行
為
を
実
行
す
る
目
的
す

ら
犯
罪
成
立
要
件
と
さ
れ
て
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
は
行
為
の
客
観
的
危
険
で
は
な
く
行

為
者
の
危
険
な
性
格
な
い
し
傾
向
性
を
処
罰
根
拠
と
す
る
犯
罪
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
が
生
じ

る
。

　

第
二
に
、
も
う
一
つ
の
保
護
法
益
で
あ
る
「
生
活
の
安
全
と
平
穏
」
の
具
体
的
内
実
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
こ
れ
は
ど
の
よ

う
な
行
為
に
よ
っ
て
害
さ
れ
う
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
漠
然
と
し
た
不
安
感
の
発
生
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
は
当
該

利
益
の
侵
害
と
評
価
さ
れ
う
る
の
か
。
こ
れ
に
対
す
る
答
え
を
当
該
表
現
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

通
説
的
見
解
は
、
こ
れ
ら
の
疑
問
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
応
答
し
て
い
な
い
。
日
常
行
為
と
境
を
接
し
、
ま
た
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発

展
等
に
伴
い
新
た
な
行
為
類
型
が
立
法
に
よ
っ
て
追
加
さ
れ
る
可
能
性
が
決
し
て
低
く
な
い
と
い
う
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
の
特
質
上
、

こ
の
こ
と
は
特
に
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
論
文
は
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
の
保
護
法
益
の
検
討
を
主
題
と
す
る
。
ま
ず
、
本
罪
の
保
護
法
益
に
関
す
る
諸
見
解
を
概

観
す
る
。
次
に
、
同
様
に
ス
ト
ー
キ
ン
グ
を
処
罰
対
象
と
す
る
ド
イ
ツ
刑
法
二
三
八
条
、
特
に
基
本
犯
で
あ
る
一
項
の
保
護
法
益
を
巡

る
議
論
を
参
照
す
る
。
続
い
て
、
ド
イ
ツ
の
議
論
も
踏
ま
え
た
う
え
で
、
如
何
な
る
利
益
が
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
の
保
護
法
益
に
据
え

ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
取
り
組
む
。
最
後
に
、
そ
こ
で
導
き
出
さ
れ
た
私
見
に
基
づ
き
、
本
罪
の
構
成
要
件
に
関
す
る
解
釈
論

を
展
開
す
る
。
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論　　　説

第
二
章　

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
の
保
護
法
益
に
関
す
る
諸
見
解

第
一
節　

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
の
構
造

　

ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
一
八
条
は
、「
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
」
と

規
定
す
る
。
こ
こ
に
い
う
「
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
」
を
定
義
す
る
の
が
、
二
条
三
項
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ
の
法
律
に
お
い
て
『
ス

ト
ー
カ
ー
行
為
』
と
は
、
同
一
の
者
に
対
し
、
つ
き
ま
と
い
等
（
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
五
号
（
電
子
メ
ー
ル
の
送

信
等
に
係
る
部
分
に
限
る
。）
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
身
体
の
安
全
、
住
居
の
平
穏
若
し
く
は
名
誉
が
害
さ
れ
、
又
は
行
動
の

自
由
が
著
し
く
害
さ
れ
る
不
安
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
に
限
る
。）
を
反
復
し
て
す
る
こ
と
を
い
う
」。
そ

し
て
、
こ
こ
に
い
う
「
つ
き
ま
と
い
等
」
を
定
義
す
る
の
が
、
二
条
一
項
で
あ
る
。
二
条
一
項
柱
書
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
法
律
に
お
い

て
『
つ
き
ま
と
い
等
』
と
は
、
特
定
の
者
に
対
す
る
恋
愛
感
情
そ
の
他
の
好
意
の
感
情
又
は
そ
れ
が
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す

る
怨
恨
の
感
情
を
充
足
す
る
目
的
で
、
当
該
特
定
の
者
又
は
そ
の
配
偶
者
、
直
系
若
し
く
は
同
居
の
親
族
そ
の
他
当
該
特
定
の
者
と
社

会
生
活
に
お
い
て
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
に
対
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
を
い
う
」。

　

す
な
わ
ち
、
二
条
一
項
各
号
に
あ
た
る
行
為
が
、
恋
愛
感
情
等
充
足
目
的
で
（
二
条
一
項
柱
書
）、
特
定
の
者
等
に
対
し
て
（
二
条

一
項
柱
書
）、
反
復
し
て
（
二
条
三
項
）
行
わ
れ
た
場
合
に
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
（
一
八
条
）
は
成
立
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
行
為

が
二
条
一
項
一
号
か
ら
四
号
ま
で
お
よ
び
五
号
の
一
部
（
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
等
に
係
る
部
分
）
の
行
為
態
様
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

二
条
三
項
に
基
づ
き
、
身
体
の
安
全
、
住
居
等
の
平
穏
若
し
く
は
名
誉
が
害
さ
れ
、
又
は
行
動
の
自
由
が
著
し
く
害
さ
れ
る
不
安
を
覚

え
さ
せ
る
よ
う
な
方
法
（
不
安
方
法
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
二
節　

保
護
法
益

　

第
一
款　

裁
判
例

　

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
の
保
護
法
益
に
関
す
る
裁
判
所
の
理
解
が
比
較
的
明
瞭
に
表
れ
て
い
る
裁
判
例
と
し
て
、
東
京
高
判
平
成
一
五

年
三
月
五
日
（
高
等
裁
判
所
刑
事
裁
判
速
報
集
（
平
一
五
）
号
四
八
頁
）
が
あ
る
。
本
事
案
で
は
、
着
信
拒
否
設
定
が
な
さ
れ
て
い
た

被
害
者
の
携
帯
電
話
に
電
話
を
か
け
よ
う
と
す
る
行
為
が
、
二
条
一
項
五
号
の
「
電
話
を
か
け
」
る
行
為
に
あ
た
る
か
ど
う
か
が
問
題

と
な
っ
た
。
裁
判
所
は
、「
被
告
人
が
電
話
を
し
て
も
、
被
害
者
は
着
信
音
も
バ
イ
ブ
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
振
動
も
感
じ
た
こ
と
は
な
く
、

被
害
者
の
平
穏
な
生
活
は
一
切
侵
害
さ
れ
て
お
ら
ず
、
法
益
の
侵
害
が
な
い
」
と
い
う
被
告
人
側
の
主
張
を
退
け
た
が
、
そ
の
理
由
の

一
つ
と
し
て
、「
前
記
の
と
お
り
〔
引
用
者
補
足
：「
着
信
拒
否
を
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
害
者
は
着
信
履
歴
を
見
て
、
犯
人

が
執
拗
に
電
話
を
か
け
て
く
る
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
被
害
者
が
不
安
感
を
抱
く
お
そ
れ
は
十
分
保
護
に

値
す
る
と
思
わ
れ
る
」〕、
被
害
者
が
不
安
感
を
抱
く
お
そ
れ
は
十
分
保
護
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
益
侵
害
が
認
め
ら
れ
る
」
と

述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
本
判
決
は
、
個
人
の
安
心
感
な
い
し
こ
れ
を
包
含
す
る
も
の
を
保
護
法
益
に
含
め
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

前
記
裁
判
例
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
が
手
が
か
り
と
な
り
う
る
裁
判
例
と
し
て
、
東
京
高
判
平
成
二
四
年
五
月
二
四
日
（
高
等
裁
判
所

刑
事
裁
判
速
報
集
（
平
二
四
）
号
一
二
六
頁
）
と
東
京
高
判
平
成
二
四
年
一
月
一
八
日
（
高
等
裁
判
所
刑
事
裁
判
速
報
集
（
平
二
四
）

号
四
五
頁
）
が
あ
る
。
前
者
は
、「
個
人
の
身
体
、
自
由
及
び
名
誉
に
対
す
る
危
害
を
防
止
し
、
あ
わ
せ
て
国
民
の
生
活
の
安
全
と
平

穏
に
資
す
る
と
い
う
法
の
目
的
（
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
一
条
）
及
び
保
護
法
益
か
ら
す
る
と
」
と
い
う
表
現
を
、
後
者
は
、「
本
法
は
、

個
人
の
身
体
、
自
由
及
び
名
誉
に
対
す
る
危
害
の
発
生
を
防
止
し
、
あ
わ
せ
て
国
民
の
生
活
の
安
全
と
平
穏
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
も
の
で
あ
り
（
一
条
）、
そ
の
た
め
に
、
本
法
所
定
の
つ
き
ま
と
い
等
を
し
て
、
そ
の
相
手
方
に
身
体
の
安
全
、
住
居
等
の
平
穏
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若
し
く
は
名
誉
が
害
さ
れ
、
又
は
行
動
の
自
由
が
著
し
く
害
さ
れ
る
不
安
を
覚
え
さ
せ
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
（
三
条
）
に
照

ら
す
と
、
本
法
所
定
の
『
見
張
り
』
の
意
義
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
本
法
の
目
的
や
規
制
の
趣
旨
に
即
し
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
、
本
罪
の
保
護
法
益
が
本
法
の
立
法
目
的
・
趣
旨
と
同
視
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
読
み
取
ら
れ
う
る
。

　

さ
ら
に
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
の
性
質
に
つ
い
て
、
最
判
平
成
一
五
年
一
二
月
一
一
日
（
刑
集
五
七
巻
一
一
号
一
一
四
七
頁
）
は
、

「
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
は
、
上
記
目
的
〔
引
用
者
補
足
：「
個
人
の
身
体
、
自
由
及
び
名
誉
に
対
す
る
危
害
の
発
生
を
防
止
し
、
あ
わ

せ
て
国
民
の
生
活
の
安
全
と
平
穏
に
資
す
る
こ
と
」〕
を
達
成
す
る
た
め
、
恋
愛
感
情
そ
の
他
好
意
の
感
情
等
を
表
明
す
る
な
ど
の
行

為
の
う
ち
、
相
手
方
の
身
体
の
安
全
、
住
居
等
の
平
穏
若
し
く
は
名
誉
が
害
さ
れ
、
又
は
行
動
の
自
由
が
著
し
く
害
さ
れ
る
不
安
を
覚

え
さ
せ
る
よ
う
な
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
社
会
的
に
逸
脱
し
た
つ
き
ま
と
い
等
の
行
為
を
規
制
の
対
象
と
し
た
上
で
、
そ
の
中
で
も
相

手
方
に
対
す
る
法
益
侵
害
が
重
大
で
、
刑
罰
に
よ
る
抑
制
が
必
要
な
場
合
に
限
っ
て
、
相
手
方
の
処
罰
意
思
に
基
づ
き
刑
罰
を
科
す
こ

と
と
し
た
も
の
で
あ
」
る
と
述
べ
て
い
る
。
前
述
の
諸
裁
判
例
の
表
現
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
も
の
の
、
も
し
最
高
裁
が
本
罪
の
保
護
法

益
を
本
法
の
目
的
と
同
視
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
判
決
に
お
い
て
、
単
に
「
相
手
方
に
対
す
る
法
益
侵
害
が
重
大
で
」
と
い
う
だ

け
で
な
く
、
保
護
法
益
の
内
容
を
具
体
的
に
明
示
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
明
示
は
な

さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
高
裁
も
、
本
罪
の
保
護
法
益
と
本
法
の
目
的
・
趣
旨
を
同
様
の
も
の
と
捉
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
次
に
、
本
法
の
目
的
・
趣
旨
に
関
す
る
裁
判
所
の
具
体
的
な
理
解
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
参
考
と

な
る
の
が
、
前
掲
最
判
平
成
一
五
年
一
二
月
一
一
日
の
調
査
官
解
説
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
は
、「
個
人
の

身
体
、
自
由
及
び
名
誉
に
係
る
犯
罪
（
傷
害
、
暴
行
、
脅
迫
、
強
要
、
強
制
わ
い
せ
つ
、
強
姦
、
名
誉
毀
損
等
）
に
よ
る
被
害
及
び
こ
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ストーカー行為罪に関する一考察（一）　

れ
ら
の
犯
罪
に
は
至
ら
な
い
程
度
の
不
正
行
為
等
に
よ
る
被
害
並
び
に
こ
れ
ら
の
被
害
が
発
生
す
る
危
険
性
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と

と
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
は
、
そ
れ
自
体
、
相
手
方
に
不
安
を
覚
え
さ
せ
て
生
活
の
安
全
と
平
穏
を
害
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

国
民
が
安
全
で
平
穏
に
暮
ら
し
て
い
け
る
状
態
を
確
保
す
る
こ
と
を
規
制
目
的
と
し
て
い
る
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
ス
ト
ー
カ
ー
行

為
そ
れ
自
体
で
は
な
く
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
た
後
の
行
為
に
よ
り
侵
害
さ
れ
る
「
個
人
の
身
体
、
自
由
及
び
名
誉
」
と
、
ス
ト
ー
カ
ー
行

為
に
よ
り
侵
害
さ
れ
う
る
個
人
的
法
益
と
し
て
の
「
生
活
の
安
全
と
平
穏
」
の
保
護
が
本
法
の
目
的
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
を
総
合
す
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
上
述
の
意
味
で
の
「
個
人
の
身
体
、
自
由
及
び
名
誉
」
と
個
人
の
安
心
感
な
い
し
こ
れ
を
包
含

す
る
も
の
で
あ
る
「
生
活
の
安
全
と
平
穏
」
を
、
本
罪
の
保
護
法
益
と
し
て
想
定
し
て
い
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
保
護
法
益
が
こ
の
よ
う

に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
裁
判
所
の
理
解
は
通
説
的
見
解
と
同
義
で
あ
る
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
後
者
の
法
益
は
前
掲
東
京

高
判
平
成
一
五
年
三
月
五
日
に
お
い
て
構
成
要
件
解
釈
を
基
礎
づ
け
て
い
る
の
に
対
し
て
、
前
者
の
法
益
か
ら
し
か
説
明
さ
れ
え
な
い

よ
う
な
構
成
要
件
解
釈
が
行
わ
れ
た
ケ
ー
ス
は
見
受
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

第
二
款　

学
説

　
　

第
一
項　
「
個
人
の
身
体
、
自
由
及
び
名
誉
」
と
「
生
活
の
安
全
と
平
穏
」

　

通
説
的
見
解
は
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
の
保
護
法
益
を
「
個
人
の
身
体
、
自
由
及
び
名
誉
」
と
「
生
活
の
安
全
と
平
穏
」
と
捉
え
る
。

冒
頭
で
も
述
べ
た
通
り
、
こ
こ
に
い
う
「
個
人
の
身
体
、
自
由
及
び
名
誉
」
は
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
そ
れ
自
体
で
は
な
く
エ
ス
カ
レ
ー

ト
後
の
行
為
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
（
以
下
に
お
い
て
単
に
「
個
人
の
身
体
、
自
由
及
び
名
誉
」
な
い
し
「
個

人
の
身
体
等
」
と
記
述
す
る
際
も
、
基
本
的
に
は
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
そ
れ
自
体
で
は
な
く
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
た
後
の
行
為
に
よ
り
侵
害

さ
れ
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
）。
ま
た
、「
個
人
の
身
体
等
」
の
み
を
保
護
法
益
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
他
方
、「
生

活
の
安
全
と
平
穏
」
は
基
本
的
に
は
個
人
的
法
益
と
解
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
具
体
的
内
実
に
関
す
る
詳
し
い
言
及
は
な
い
。

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）
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当
該
見
解
に
対
し
て
は
、
エ
ス
カ
レ
ー
ト
後
の
行
為
は
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
そ
れ
自
体
と
は
別
個
の
意
思
決
定
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

ま
た
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
時
点
に
お
い
て
必
ず
し
も
予
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
エ
ス
カ
レ
ー
ト
後
の
行
為
に

よ
る
侵
害
の
危
険
は
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
そ
れ
自
体
の
処
罰
根
拠
と
す
る
に
は
抽
象
的
に
過
ぎ
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　

第
二
項　

個
人
の
安
心
感

　

次
に
、
個
人
の
安
心
感
を
保
護
法
益
と
解
す
る
見
解
が
あ
る
。
論
者
は
、
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
は
「
一
条
に
お
い
て
『
国
民
の
生
活

の
安
全
と
平
穏
に
資
す
る
こ
と
』
を
目
的
と
し
て
定
め
、
二
条
二
項
〔
引
用
者
補
足
：
現
在
の
二
条
三
項
〕
で
は
同
条
一
項
一
号
乃
至

四
号
に
定
め
ら
れ
た
行
為
に
つ
い
て
は
『
行
動
の
自
由
が
著
し
く
害
さ
れ
る
不
安
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
方
法
』
と
い
う
限
定
が
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
被
害
者
の
不
安
感
が
保
護
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ま
ず
、「
ス
ト
ー
キ
ン
グ
被
害
者
の
恐
怖
は
想
像
し
て
余
り
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
心
の
安
寧
を
包
括
的

に
刑
事
罰
に
よ
っ
て
保
護
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
立
法
は
、
不
当
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
の
批
判
が
あ
る
。
ま
た
、

「
例
え
ば
六
号
行
為
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
あ
る
日
突
然
動
物
の
死
体
を
住
居
に
送
り
つ
け
ら
れ
た
場
合
、
そ
れ
が
仮
に
た
っ
た
一
回

限
り
の
行
為
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
被
害
者
と
し
て
は
、
え
も
言
わ
れ
ぬ
恐
怖
・
不
安
・
苦
痛
を
味
わ
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
が
、

「
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
に
お
い
て
は
、
こ
の
一
回
の
行
為
だ
け
で
は
国
家
刑
罰
権
は
発
動
し
な
い
」、
つ
ま
り
「
こ
の
よ
う
に
被
害
者

の
心
的
平
穏
を
乱
す
よ
う
な
行
為
で
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
だ
け
で
は
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
と
し
て
の
処
罰
根
拠
を
基
礎
付
け
な
い
と

い
う
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　

第
三
項　

日
常
生
活
を
安
全
且
つ
平
穏
に
形
成
し
て
い
く
権
利
な
い
し
利
益

　

最
後
に
、
本
罪
の
保
護
法
益
を
「
日
常
生
活
を
安
全
且
つ
平
穏
に
形
成
す
る
権
利
な
い
し
利
益
」
と
す
る
見
解
が
挙
げ
ら
れ
る
。
論

者
に
よ
れ
ば
、「
不
安
感
を
覚
え
さ
せ
る
行
為
が
、
一
回
限
り
で
は
な
く
ま
さ
に
『
反
復
』
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
な
る
不
安
感

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）
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の
惹
起
を
越
え
て
、
被
害
者
が
自
ら
の
生
活
を
安
全
且
つ
平
穏
に
形
成
し
て
い
く
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
と
い
う
社
会
実
態
の
認
知

こ
そ
が
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
独
自
の
当
罰
性
・
可
罰
性
を
基
礎
づ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、「
日
常
生
活
を
安

全
且
つ
平
穏
に
形
成
す
る
権
利
な
い
し
利
益
」
が
保
護
法
益
に
据
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

　

第
三
款　

小
括

　

本
章
で
は
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
の
保
護
法
益
に
関
す
る
裁
判
所
の
理
解
お
よ
び
学
説
に
お
け
る
議
論
状
況
を
概
観
し
た
。
ま
ず
、

裁
判
所
は
、
エ
ス
カ
レ
ー
ト
後
の
行
為
に
よ
り
侵
害
さ
れ
る
「
個
人
の
身
体
、
自
由
及
び
名
誉
」
と
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
そ
れ
自
体
に

よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
ま
た
個
人
の
安
心
感
な
い
し
こ
れ
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
「
生
活
の
安
全
と
平
穏
」
を
保
護
法
益

と
し
て
想
定
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
裁
判
所
の
理
解
は
通
説
的
見
解
と
同
義
で
あ
る
と
い

え
る
。

　

次
に
、
学
説
に
つ
い
て
、
通
説
的
見
解
は
、
本
罪
の
保
護
法
益
を
、
エ
ス
カ
レ
ー
ト
後
の
行
為
に
よ
り
侵
害
さ
れ
る
「
個
人
の
身
体
、

自
由
及
び
名
誉
」
お
よ
び
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
そ
れ
自
体
に
よ
り
侵
害
さ
れ
る
個
人
的
法
益
と
し
て
の
「
生
活
の
安
全
と
平
穏
」
と
解
し

て
い
る
。
ま
た
、
前
者
の
み
を
保
護
法
益
と
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
エ
ス
カ
レ
ー
ト
後
の
行
為
に
よ
り

生
じ
る
被
害
を
処
罰
根
拠
と
す
る
点
に
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の
見
解
と
し
て
、
個
人
の
安
心
感
と
解
す
る
見
解
、

日
常
生
活
を
安
全
且
つ
平
穏
に
形
成
す
る
権
利
な
い
し
利
益
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
両
者
は
一
条
の
目
的
規
定
に
い
う
「
生
活
の
安
全

と
平
穏
」
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
そ
れ
自
体
に
よ
る
被
害
を
主
た
る
処
罰
根
拠
に
据
え
て
い
る
。

　

予
備
罪
に
お
け
る
基
本
犯
実
行
の
目
的
の
よ
う
な
要
件
な
し
に
将
来
の
後
続
行
為
に
よ
る
侵
害
を
主
た
る
処
罰
根
拠
と
す
る
通
説
的

見
解
は
、
保
護
法
益
・
処
罰
根
拠
に
関
し
て
従
来
見
ら
れ
な
い
異
質
な
理
解
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
正

当
性
な
い
し
妥
当
性
は
認
め
ら
れ
る
の
か
、
そ
し
て
同
時
に
こ
れ
に
代
わ
る
保
護
法
益
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
か

（
16
）
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と
い
う
こ
と
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
日
本
に
お
い
て
十
分
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言

い
難
い
。
そ
こ
で
、
次
章
で
は
、
同
様
に
ス
ト
ー
キ
ン
グ
を
処
罰
対
象
と
す
る
ド
イ
ツ
刑
法
二
三
八
条
、
特
に
そ
の
基
本
犯
で
あ
る
一

項
の
保
護
法
益
を
巡
る
議
論
を
参
照
す
る
。

第
三
章　

ド
イ
ツ
刑
法
二
三
八
条
一
項
の
保
護
法
益
に
関
す
る
諸
見
解

第
一
節　

ド
イ
ツ
刑
法
二
三
八
条
一
項
の
構
造

　

ド
イ
ツ
刑
法
二
三
八
条
一
項
（
つ
き
ま
と
い
罪
）
は
、「
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
執
拗
に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
人
に
、
そ
の
者

の
生
活
形
成
を
重
大
に
侵
害
す
る
の
に
適
し
た
方
法
で
、
権
限
な
く
つ
き
ま
と
う
者
は
」、「
三
年
以
下
の
自
由
刑
ま
た
は
罰
金
刑
に
処

せ
ら
れ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
各
号
に
掲
げ
る
行
為
」
と
は
、「
そ
の
者
に
空
間
的
に
接
近
す
る
こ
と
」（
一
号
）、

「
電
気
通
信
手
段
若
し
く
は
そ
の
他
の
通
信
手
段
を
用
い
て
、
又
は
第
三
者
を
介
し
て
そ
の
者
に
接
触
し
よ
う
と
す
る
こ
と
」（
二
号
）、

「
そ
の
者
の
個
人
情
報
を
不
正
に
用
い
て
、
a）
そ
の
者
に
成
り
か
わ
り
商
品
若
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
の
注
文
を
行
い
、
b）
又
は
第
三
者
を

し
て
そ
の
者
に
接
触
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
」（
三
号
）、「
そ
の
者
自
身
、
そ
の
者
の
家
族
、
又
は
そ
の
者
に
近
し
い
者
の
生
命
、
身

体
の
完
全
性
、
健
康
又
は
自
由
を
侵
害
す
る
と
し
て
そ
の
者
を
脅
迫
す
る
こ
と
」（
四
号
）、「
以
上
に
相
当
す
る
そ
の
他
の
行
為
を
行

う
こ
と
」（
五
号
）
を
い
う
。

第
二
節　

立
法
・
改
正
経
緯

　

ド
イ
ツ
刑
法
二
三
八
条
は
、
二
〇
〇
七
年
三
月
二
二
日
の
「
執
拗
な
つ
き
ま
と
い
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
第
四
〇
次
刑
法
改
正

案
）」
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
処
罰
規
定
で
あ
る
。
連
邦
議
会
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
ス
ト
ー
キ
ン
グ
は
、
第
一
に
、
被
害
者
に
対
し
て

し
ば
し
ば
不
安
状
態
や
睡
眠
障
害
、
神
経
衰
弱
、
抑
う
つ
な
ど
の
精
神
的
影
響
を
も
た
ら
す
。
第
二
に
、
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、
被

（
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ストーカー行為罪に関する一考察（一）　

害
者
は
、
自
身
の
社
会
的
接
触
を
制
限
し
、
特
定
の
場
所
を
避
け
、
自
身
や
近
し
い
者
の
安
全
の
た
め
に
予
防
措
置
を
行
い
、
そ
し
て

極
端
な
場
合
に
は
つ
き
ま
と
い
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
住
居
や
職
場
を
変
更
す
る
な
ど
の
深
刻
な
態
度
変
更
を
強
い
ら
れ
る
。
ス
ト
ー
キ

ン
グ
の
一
部
は
、
住
居
侵
入
罪
（
ド
イ
ツ
刑
法
一
二
三
条
）
や
侮
辱
罪
（
一
八
五
条
）、
誹
謗
罪
（
一
八
七
条
）、
傷
害
罪
（
二
二
三
、

二
二
九
条
）、
強
要
罪
（
二
四
〇
条
）、
脅
迫
罪
（
二
四
一
条
）、
暴
力
保
護
法
四
条
な
ど
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
行
動

や
意
思
決
定
の
自
由
の
侵
害
に
至
る
と
い
う
執
拗
な
つ
き
ま
と
い
に
特
有
の
不
法
の
本
質
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
十
分
に
は
捕
捉
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
侵
害
か
ら
被
害
者
を
保
護
す
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
三
八
条
が
新
設
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

　

そ
の
後
、
二
〇
一
七
年
三
月
一
日
の
「
つ
き
ま
と
い
に
対
す
る
保
護
の
改
正
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
本
罪
は
改
正
さ
れ
た
。
二
〇

一
五
年
三
月
二
七
日
の
連
邦
参
議
院
議
会
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
や
ヘ
ッ
セ
ン
州
の
代
表
者
は
、
二
三
八
条
一
項
を
結
果

犯
か
ら
適
性
犯
へ
と
変
更
す
る
こ
と
、
そ
し
て
二
三
八
条
一
項
五
号
を
削
除
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
前
者
の
提
案
は
、
二
三
八
条
一

項
が
「
生
活
形
成
の
重
大
な
侵
害
」
と
い
う
結
果
を
要
求
す
る
結
果
犯
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
可
罰
性
は
侵
害
を
免

れ
る
た
め
に
被
害
者
が
試
み
る
行
動
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
し
ま
い
、
し
た
が
っ
て
、
被
害
者
の
保
護
と
い
う
二
三
八
条
の
立
法
上
の

目
標
に
限
定
的
に
し
か
対
応
し
て
い
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者
が
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
住
居
の
変
更
等
の
対

抗
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
結
果
不
発
生
に
よ
り
本
罪
の
成
立
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
被
害
者
保

護
の
観
点
か
ら
は
妥
当
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
提
案
は
、
二
三
八
条
一
項
五
号
の
行
為
態
様
は
不
明
確
に
過
ぎ
る
と
い

う
理
由
に
よ
る
。
こ
れ
ら
は
、
連
邦
政
府
に
よ
る
法
案
に
も
引
き
継
が
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
二
三
八
条
一
項
五
号
の
削
除
と
い

う
後
者
の
提
案
は
却
下
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
五
号
の
受
け
皿
構
成
要
件
が
な
け
れ
ば
保
護
の
間
隙
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と

い
う
理
由
に
よ
る
。
最
終
的
に
、
二
三
八
条
一
項
の
構
成
要
件
に
関
す
る
主
要
な
改
正
と
し
て
、
結
果
犯
か
ら
適
性
犯
へ
の
変
更
の
み
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論　　　説

が
行
わ
れ
た
。

第
三
節　

保
護
法
益

　

第
一
款　

立
法
者
の
見
解
・
判
例

　

前
節
に
お
い
て
紹
介
し
た
通
り
、
立
法
者
は
ス
ト
ー
キ
ン
グ
に
よ
る
被
害
と
し
て
、
被
害
者
に
対
す
る
精
神
的
影
響
と
被
害
者
の
重

大
な
生
活
変
更
を
挙
げ
て
い
た
。
ド
イ
ツ
刑
法
二
三
八
条
一
項
に
関
し
て
は
、
特
に
後
者
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
立
法
者
は
本
罪
の
保

護
法
益
を
「
個
人
の
生
活
領
域
」
と
解
し
て
い
る
と
一
般
的
に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
個
人
の
生
活
領
域
と
い
う
概
念
の

具
体
的
内
実
に
つ
い
て
、
立
法
者
は
詳
し
く
言
及
し
て
い
な
い
。

　

連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
三
八
条
を
「
生
活
形
成
に
対
す
る
集
中
的
で
著
し
い
そ
し
て
重
大
な
妨
害
か
ら
の
個
人
の
生

活
遂
行
の
保
護
に
資
す
る
」
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
自
身
の
生
活
を
第
三
者
の
介
入
に
左
右
さ
れ
ず
自
身
の
望
む
よ
う
に

形
成
す
る
自
由
」
と
同
義
で
あ
る
。

　

第
二
款　

学
説

　
　

第
一
項　

個
人
の
生
活
領
域

　

通
説
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
三
八
条
一
項
の
保
護
法
益
を
個
人
の
生
活
領
域
と
解
し
て
い
る
。
ま
た
、
通
説
を
支
持
す
る
論
者
の
一
人

は
、「
こ
の
規
定
〔
引
用
者
補
足
：
ド
イ
ツ
刑
法
二
三
八
条
〕
の
保
護
法
益
は
個
人
の
生
活
領
域
で
あ
る
」
と
述
べ
た
直
後
に
、「
こ
の

規
定
は
被
害
者
の
行
動
・
意
思
決
定
の
自
由
、
な
ら
び
に
被
害
者
の
個
人
的
な
生
活
形
成
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
記
述
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、「
各
人
の
生
活
遂
行
」
や
「
個
人
の
生
活
形
成
に
関
す
る
被
害
者
の
意
思
決
定
及
び
行
為
の
自
由
」、「
一
般
的
人
格

権
の
一
部
と
し
て
の
『
自
己
決
定
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
』」
を
保
護
法
益
と
解
す
る
諸
見
解
も
同
様
の
主
張
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
。

　

当
該
見
解
に
対
し
て
は
、
ま
ず
、
キ
ン
ツ
ィ
ヒ
に
よ
っ
て
以
下
の
三
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
個
人
の
生
活
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ストーカー行為罪に関する一考察（一）　

領
域
な
い
し
一
般
的
人
格
権
の
包
括
的
な
保
護
の
導
入
は
、
こ
れ
ま
で
ド
イ
ツ
に
お
い
て
行
わ
れ
て
き
た
人
格
の
断
片
的
保
護
と
い
う

試
み
に
反
す
る
。
第
二
に
、
人
格
な
ら
び
に
行
為
・
意
思
決
定
の
自
由
と
い
う
法
益
は
少
な
く
と
も
ス
ト
ー
キ
ン
グ
に
よ
っ
て
第
一
次

的
に
侵
害
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
第
三
に
、
二
三
八
条
一
項
四
号
に
お
い
て
脅
迫
と
い
う
行
為
態
様
が
規
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
体

系
的
一
貫
性
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
つ
き
ま
と
い
罪
の
保
護
法
益
も
脅
迫
罪
（
ド
イ
ツ
刑
法
二
四
一
条
）
の
保
護
法
益
と
同
様
に
恐

怖
か
ら
の
自
由
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。
そ
の
他
に
、
個
人
の
生
活
領
域
や
意
思
決
定
・
行
為
の
自
由
と
い
う
概
念
は
本
規
定

の
解
釈
に
と
っ
て
何
ら
有
用
で
な
い
と
す
る
批
判
や
、
個
人
の
生
活
領
域
と
い
う
表
現
に
関
し
て
、
ス
ト
ー
キ
ン
グ
の
本
質
は
他
者
に

対
す
る
執
着
に
存
す
る
の
で
あ
り
、
場
所
と
の
結
び
つ
き
、
す
な
わ
ち
、
行
為
が
ど
こ
で
行
わ
れ
る
か
と
い
う
点
は
重
要
で
な
い
と
い

う
一
般
的
な
認
識
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
個
人
の
生
活
領
域
と
い
う
概
念
は
非
常
に
包
括
的
で
輪
郭
の
曖
昧
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
と

い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　

第
二
項　

個
人
の
法
的
平
穏

　

次
に
、
個
人
の
法
的
平
穏
を
保
護
法
益
と
す
る
見
解
が
挙
げ
ら
れ
る
。
当
該
概
念
の
具
体
的
内
実
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
マ
イ
ヤ
ー

に
よ
れ
ば
、
個
人
の
法
的
平
穏
は
、
恐
怖
か
ら
の
自
由
や
意
思
活
動
の
自
由
、
重
大
な
侵
害
か
ら
の
個
人
の
生
活
領
域
の
保
障
を
含
む

と
い
う
。
ま
た
、
ミ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
ス
ト
ー
キ
ン
グ
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
中
核
的
な
利
益
は
、
感
情
、
精
神
の
健
康
、
恐
怖
か

ら
の
自
由
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
総
称
す
る
も
の
と
し
て
個
人
の
法
的
平
穏
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

当
該
見
解
は
通
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ス
ト
ー
キ
ン
グ
に
よ
り
侵
害
さ
れ
る
の
は
被
害
者

の
生
活
領
域
や
意
思
活
動
の
自
由
の
み
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
解
さ
れ
う
る
。

　

こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、「
生
活
形
成
の
重
大
な
侵
害
に
適
し
た
方
法
で
」
と
い
う
文
言
と
整
合
的
で
な
い
と
い
う
指
摘
や
、
個
人

の
法
的
平
穏
と
い
う
概
念
は
曖
昧
に
す
ぎ
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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論　　　説
　
　

第
三
項　

個
人
の
安
心
感

　

続
い
て
、
本
罪
の
保
護
法
益
を
個
人
の
安
心
感
（
恐
怖
か
ら
の
自
由
）
と
解
す
る
見
解
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
見
解
は
、
本
款
第
一

項
に
お
い
て
参
照
し
た
キ
ン
ツ
ィ
ヒ
に
よ
る
三
つ
の
通
説
批
判
を
基
礎
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
具
体
性
を
欠
く
な
い
し
曖
昧
に
過
ぎ
る
と
の
批
判
や
、
二
三
八
条
を
そ
の
よ
う
な
主
観
的
な
利
益
を
保
護

す
る
も
の
と
把
握
す
る
こ
と
は
、
侵
害
を
客
観
化
可
能
な
形
で
構
成
し
よ
う
と
し
た
立
法
者
の
意
思
に
背
く
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て

い
る
。

　
　

第
四
項　

精
神
（
の
健
康
）

　

立
法
論
で
は
あ
る
が
、
本
罪
の
保
護
法
益
を
精
神
（
の
健
康
）
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
論
者
は
、
さ
ら
に
、
本

罪
の
条
文
を
「
各
号
に
該
当
す
る
行
為
を
執
拗
に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
限
な
く
人
に
つ
き
ま
と
い
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の

者
の
精
神
の
健
康
を
侵
害
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
自
由
刑
ま
た
は
罰
金
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
」
と
い
う
よ
う
に
改
正
す
べ
き
で
あ

る
と
提
案
す
る
。
こ
れ
は
、
個
人
の
生
活
領
域
と
い
う
法
益
は
構
成
要
件
解
釈
に
と
っ
て
有
用
で
な
く
ま
た
当
該
概
念
の
内
実
も
明
ら

か
で
な
い
と
い
う
前
述
の
通
説
批
判
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
修
正
に
よ
り
当
該
処
罰
規
定
の
適
用
範
囲
の
限
定
お
よ
び
明

確
化
が
可
能
に
な
る
と
い
う
。

　

第
三
款　

日
本
法
へ
の
示
唆

　

本
節
で
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
三
八
条
一
項
の
保
護
法
益
に
関
す
る
立
法
者
・
判
例
の
理
解
お
よ
び
学
説
に
お
け
る
議
論
状
況
を
概
観

し
た
。
こ
こ
か
ら
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
の
保
護
法
益
に
関
す
る
検
討
へ
の
二
つ
の
重
要
な
示
唆
が
得
ら
れ
る
。

　

第
一
に
、
ド
イ
ツ
の
立
法
者
は
、
エ
ス
カ
レ
ー
ト
後
の
行
為
に
よ
る
被
害
を
ス
ト
ー
キ
ン
グ
に
よ
る
被
害
と
し
て
考
慮
し
て
お
ら
ず
、

ま
た
、
学
説
も
こ
の
点
に
つ
い
て
特
に
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
そ
れ
自
体
に
よ
る
被
害
の
み
で
十
分
に
ス

（
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ストーカー行為罪に関する一考察（一）　

ト
ー
キ
ン
グ
の
当
罰
性
は
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
エ
ス
カ
レ
ー
ト
後
の
行
為
に
よ
る
被
害
を
考
慮
す
る
必
要
性
は
な
い
と
考
え

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
日
本
の
通
説
的
見
解
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
有
益
な
も
の
と
い
え
る
。

　

第
二
に
、
日
本
で
は
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
そ
れ
自
体
に
よ
る
被
害
に
着
目
す
る
立
場
か
ら
、
保
護
法
益
を
個
人
の
安
心
感
と
解
す
る

見
解
と
日
常
生
活
を
安
全
且
つ
平
穏
に
形
成
し
て
い
く
権
利
な
い
し
利
益
と
す
る
見
解
の
二
つ
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
前
者
は
ド
イ
ツ

刑
法
二
三
八
条
一
項
の
保
護
法
益
を
巡
る
議
論
に
お
い
て
も
主
張
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
後
者
は
ド
イ
ツ
の
通
説
を
基
礎
と
す
る
見
解

で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
に
お
け
る
伝
統
的
な
考
え
方
や
ス
ト
ー
キ
ン
グ
と
い
う
現
象
に
よ
り
生
じ
る
被
害
の
内

容
と
い
っ
た
、
条
文
の
文
言
以
外
に
よ
る
論
拠
も
主
張
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
後
者
に
対
し
て
は
、
複
数
の
重
要
な
批
判
が
向
け
ら
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
日
本
に
お
い
て
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
は
、
日
本
の
ス
ト
ー
カ
ー
行
為

罪
の
文
脈
に
お
け
る
両
見
解
に
対
す
る
よ
り
深
い
考
察
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
か
ら
、
以
上
の
よ
う
な
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
点
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
第
四
章
に
お
い
て
、

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
の
保
護
法
益
に
関
す
る
考
察
を
行
う
。

第
四
章　

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
の
保
護
法
益
に
関
す
る
考
察

第
一
節　

エ
ス
カ
レ
ー
ト
後
の
行
為
に
よ
り
侵
害
さ
れ
る
利
益
に
着
目
す
る
立
場

　

ま
ず
、「
個
人
の
身
体
、
自
由
及
び
名
誉
」
と
「
生
活
の
安
全
と
平
穏
」
を
保
護
法
益
と
す
る
通
説
的
見
解
お
よ
び
前
者
の
み
を
保

護
法
益
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
、
考
察
を
加
え
る
。
第
二
章
第
二
節
第
二
款
第
一
項
に
お
い
て
紹
介
し
た
通
り
、
こ
の
見
解
に
対
し
て

は
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
と
は
別
個
の
意
思
決
定
に
基
づ
く
後
続
行
為
に
よ
る
侵
害
の
危
険
は
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
時
点
で
は
抽
象
的
に

過
ぎ
る
も
の
で
あ
り
、
処
罰
根
拠
と
し
て
適
切
で
な
い
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
。

（
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さ
ら
に
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
に
は
そ
の
よ
う
な
後
続
行
為
に
よ
る
侵
害
の
客
観
的
危
険
が
お
よ
そ
認
め
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と

の
批
判
も
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
エ
ス
カ
レ
ー
ト
後
の
行
為
が
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
と
は
別
個
の
意
思
決
定
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
こ
と
に
加
え
、
予
備
罪
の
よ
う
な
後
続
の
法
益
侵
害
行
為
を
実
行
す
る
目
的
さ
え
も
構
成
要
件
に
お
い
て
要
求
さ
れ
て
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
犯
罪
計
画
の
進
展
と
い
う
意
味
で
の
抽
象
的
な
危
険
さ
え
も
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
に
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
に
も
目
的
要
件
は
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
特
定
の
者
に
対
す
る
恋
愛
感
情
そ
の

他
の
好
意
の
感
情
又
は
そ
れ
が
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
怨
恨
の
感
情
を
充
足
す
る
目
的
」（
二
条
一
項
柱
書
）
で
あ
る
。

し
か
し
、「
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
上
の
所
定
の
感
情
を
充
足
す
る
目
的
は
、
行
為
者
の
意
思
形
成
過
程
に
則
し
て
行
為
を
生
み
出
す
原

動
力
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
、
…
…
行
為
の
動
機
に
過
ぎ
ず
、
つ
き
ま
と
い
等
の
行
為
と
後
に
生
じ
う
る
結
果
と
を
連

結
す
る
機
能
を
果
た
さ
ず
、
そ
れ
故
、
犯
罪
の
成
否
や
刑
罰
の
加
減
に
関
係
が
な
」
い
と
評
さ
れ
て
い
る
通
り
、
当
該
目
的
要
件
を
、

予
備
罪
に
お
け
る
基
本
犯
実
行
の
目
的
の
よ
う
に
後
続
行
為
に
よ
る
法
益
侵
害
を
関
連
付
け
る
機
能
を
果
た
す
も
の
と
み
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
エ
ス
カ
レ
ー
ト
後
の
行
為
に
よ
る
被
害
と
の
関
係
で
は
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
は
、
実
質
的
に
は
将
来
殺

人
等
の
重
大
犯
罪
を
犯
す
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
行
為
者
の
危
険
な
性
格
・
傾
向
性
の
発
露
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
を
正
当
な
処
罰
根
拠
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
、
将
来
の
刑
事
立
法
に
よ
る
処
罰
範
囲
の
不
当
な
拡
大
の
お
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
る
。

例
え
ば
、
人
へ
の
加
害
の
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
残
忍
な
性
格
が
表
れ
て
い
る
と
の
理
由
に
よ
る
動
物
虐
待
の
処
罰
や
、
実
在

す
る
児
童
の
性
的
自
由
を
侵
害
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
懸
念
さ
れ
る
よ
う
な
傾
向
性
の
発
露
を
理
由
と
す
る
実
在
す
る
者
と
は
無
関
係

の
児
童
（
二
次
元
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
）
と
の
性
的
行
為
を
描
写
し
た
漫
画
等
の
創
作
物
の
所
持
に
対
す
る
処
罰
も
、
理
論
的
に
は
承
認

さ
れ
う
る
。

　

ま
た
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
の
規
制
対
象
を
大
幅
に
拡
大
さ
せ
る
よ
う
な
立
法
も
、
理
論
上
肯
定
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、

（
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ストーカー行為罪に関する一考察（一）　

相
手
方
に
対
す
る
異
常
な
執
着
が
表
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
相
手
方
の
写
真
を
大
量
に
収
集
す
る
と
い
う
行
為
を
ス
ト
ー
カ
ー

行
為
罪
の
行
為
類
型
に
追
加
す
る
こ
と
も
、
正
当
と
評
価
さ
れ
う
る
。
さ
ら
に
、
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
二
条
一
項
二
号
の
行
為
態
様
は

「
そ
の
行
動
を
監
視
し
て
い
る
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
事
項
を
告
げ
、
又
は
そ
の
知
り
得
る
状
態
に
置
く
こ
と
」
で
あ
り
、「
監
視
」
そ

れ
自
体
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
個
人
の
身
体
等
」
と
い
う
保
護
法
益
か
ら
「
監
視
」
そ
れ
自
体
を
処
罰
範
囲
か
ら
除
外
す
る
理

由
は
説
明
さ
れ
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、「
監
視
」
そ
れ
自
体
を
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
の
行
為
類
型
に
加
え
る
こ
と
も
問
題
で
は
な
く
な

る
。
少
な
く
と
も
、「
個
人
の
身
体
等
」
を
保
護
法
益
に
据
え
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
帰
結
に
理
論
上
至
る
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
、
ま
た
は
当
該
帰
結
に
至
る
と
し
て
も
特
に
問
題
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
論
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
将
来
の
刑
事
立
法
に
よ
り
生
じ
う
る
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
の
構
成
要
件
解
釈
に
も
影
響

が
及
ぶ
。
ま
ず
、
反
復
性
解
釈
に
と
っ
て
の
非
有
用
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
他
者
に
身
体
の
安
全
等
が
害
さ
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
不
安
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
各
号
行
為
が
実
行
さ
れ
て
い
る
時
点
で
、
行
為
者
が
将
来
相
手
方
の
身
体
等
を
侵
害
す
る
可
能

性
は
、
一
般
人
の
そ
れ
よ
り
も
高
い
と
評
価
さ
れ
う
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
認
識
に
よ
れ
ば
、
反
復
性
要
件
は
、
当
該
不
安
を
覚

え
さ
せ
る
よ
う
な
各
号
行
為
が
二
回
行
わ
れ
れ
ば
常
に
充
足
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
通
説
的
見
解
の
支

持
者
も
こ
の
よ
う
な
解
釈
な
い
し
帰
結
を
承
認
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
次
い
で
、
行
為
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
可
能
性

が
ど
の
程
度
高
ま
れ
ば
反
復
性
を
肯
定
し
て
よ
い
の
か
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、「
個
人
の
身
体
、
自
由
及
び
名
誉
」
と
い
う
保
護

法
益
は
、
前
記
可
能
性
の
有
意
な
高
さ
の
確
定
に
対
し
て
全
く
貢
献
し
え
な
い
。
結
果
と
し
て
、
反
復
性
の
有
無
は
、
社
会
通
念
に
照

ら
し
て
エ
ス
カ
レ
ー
ト
の
可
能
性
が
有
意
に
高
ま
っ
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
エ
ス
カ

レ
ー
ト
の
可
能
性
を
把
握
す
る
こ
と
自
体
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
反
復
性
判
断
は
極
め
て
不
明
瞭

な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
規
制
対
象
行
為
が
当
罰
的
で
な
い
日
常
的
な
行
為
と
境
を
接
す
る
と
い
う
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
の
性
質
を
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考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
は
看
過
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

次
に
、
処
罰
範
囲
の
不
当
な
限
定
の
お
そ
れ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
交
際
の
申
し
出
を
断
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
腹
い
せ
と
し

て
名
誉
を
害
す
る
よ
う
な
内
容
の
手
紙
を
十
数
回
送
付
し
た
が
、
行
為
者
は
相
手
方
が
恐
怖
し
て
い
る
様
を
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
そ

れ
で
満
足
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
場
合
、
エ
ス
カ
レ
ー
ト
の
お
そ
れ
は
存
在
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
エ
ス
カ

レ
ー
ト
後
の
行
為
に
よ
る
被
害
を
重
視
す
る
立
場
に
よ
れ
ば
、
当
該
行
為
は
不
可
罰
に
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
行
為
者
が

相
手
方
の
身
体
等
を
害
す
る
よ
う
な
エ
ス
カ
レ
ー
ト
行
為
を
行
う
意
図
を
全
く
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
行
為
は
処
罰
に

値
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

以
上
に
対
し
て
、「
個
人
の
身
体
等
」
と
と
も
に
保
護
法
益
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
生
活
の
安
全
と
平
穏
」
に
よ
り
、
明

確
か
つ
適
切
な
処
罰
範
囲
の
確
定
が
可
能
で
あ
る
と
の
反
論
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
通
説
的
見
解
は
、「
生
活
の
安
全
と
平
穏
」

の
具
体
的
内
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
「
生
活
の
安
全
と
平
穏
」
の
具
体
化
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
次
節
お
よ
び
次
章
に
て
論
じ
る
よ
う
に
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
の
処
罰
規
定
と
し
て
の

正
当
性
を
基
礎
づ
け
、
さ
ら
に
解
釈
を
指
導
し
十
分
に
処
罰
範
囲
を
限
定
づ
け
る
も
の
と
し
て
具
体
化
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
そ
の
場

合
、
上
述
の
よ
う
な
諸
問
題
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
「
生
活
の
安
全
と
平
穏
」
に
加
え
て
「
個
人
の
身
体
等
」
を
も
保

護
法
益
に
含
め
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
新
た
に
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
よ
り
、
エ
ス
カ
レ
ー
ト
後
の
行
為
で
は
な
く
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
そ
れ
自
体
に
よ
る
被
害
や
こ
れ
に
よ
り
侵
害
さ
れ
う
る
利
益
を

重
視
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
帰
結
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
決
し
て
奇
異
な
も
の
で
は
な

い
。
例
え
ば
、
前
章
の
小
括
で
も
示
し
た
通
り
、
ド
イ
ツ
の
立
法
者
も
学
説
も
、
エ
ス
カ
レ
ー
ト
後
の
行
為
に
よ
る
被
害
を
特
に
重
視

せ
ず
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
そ
れ
自
体
に
よ
る
被
害
の
み
か
ら
ド
イ
ツ
刑
法
二
三
八
条
一
項
の
当
罰
性
を
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
当
該
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ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
日
本
の
諸
裁
判
例
の
判
断
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
第
二
章
第
二
節
第
一
款
で
述
べ
た
よ
う
に
、
確
か
に
、
裁
判

所
は
「
個
人
の
身
体
、
自
由
及
び
名
誉
」
と
「
生
活
の
安
全
と
平
穏
」
の
両
者
を
保
護
法
益
と
し
て
想
定
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

し
か
し
、
前
者
の
法
益
か
ら
し
か
説
明
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
構
成
要
件
解
釈
が
行
わ
れ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
、
当
該
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
諸
裁
判
例
と
相
違
す
る
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
と
い
う
事
態
は
、
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。

第
二
節　

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
そ
れ
自
体
に
よ
り
侵
害
さ
れ
う
る
利
益
に
着
目
す
る
立
場

　

第
一
款　

個
人
の
法
的
平
穏

　

個
人
の
法
的
平
穏
と
い
う
概
念
は
、
意
思
活
動
の
自
由
や
恐
怖
か
ら
の
自
由
、
精
神
の
健
康
等
を
総
称
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
た
。
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
侵
害
・
危
殆
化
さ
れ
る
利
益
と
し
て
こ
の
よ
う
な
複
数
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
点
で
は
、
当
該
見
解
は
示
唆
に
富
む
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
当
該
概
念
は
曖
昧
に
過
ぎ
る
と

い
う
、
第
三
章
第
三
節
第
二
款
第
二
項
に
お
い
て
紹
介
し
た
第
二
の
批
判
が
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
個
人
の
法
的
平

穏
と
い
う
概
念
は
、「
法
益
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
疑
わ
し
い
も
の
と
さ
れ
る
規
範
的
な
構
成
要
件
の
信
頼
、
す

な
わ
ち
、
法
秩
序
の
妥
当
に
関
す
る
普
遍
性
の
信
頼
を
意
味
す
る
」
も
の
と
し
て
も
、
さ
ら
に
、
個
人
の
安
心
感
を
意
味
す
る
も
の
と

し
て
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
多
義
性
ゆ
え
に
、
当
該
概
念
は
少
な
く
と
も
適
切
な
表
現
で
あ
る
と
は
言
い

難
い
。

　

第
二
款　

精
神
（
の
健
康
）

　

ド
イ
ツ
刑
法
二
三
八
条
一
項
に
は
被
害
者
の
生
活
形
成
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
へ
の
適
性
と
い
う
要
件
が
存
在
す
る
た
め
、
保
護
法

益
を
精
神
の
み
と
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
に
こ
の
よ
う
な
要
件
は
存
在
し
な
い
。
も
っ

と
も
、「
精
神
（
の
健
康
）
の
侵
害
」
と
い
う
要
件
も
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
精
神
を
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
の
保
護
法
益
に
据
え

（
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た
場
合
、
本
罪
は
精
神
の
健
康
に
対
す
る
危
険
犯
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
、
精
神
を
保
護
法
益
と
解
す
る
こ

と
に
よ
る
処
罰
範
囲
の
明
確
化
お
よ
び
限
定
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
保
護
法
益
を
精
神
と
解
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
処
罰
範
囲
の
明
確
化
・
限
定
が
可
能
に
な
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
い
う
「
精
神
」
は
不
安
状
態
や
睡
眠
障
害
、

神
経
衰
弱
、
抑
う
つ
等
と
い
っ
た
比
較
的
強
度
の
精
神
的
障
害
の
発
生
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
害
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
を
い
う
と
考
え
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
通
り
、
上
述
の
よ
う
な
強
度
の
精
神
的
障
害
に
至
ら
な
い
よ
う
な
精
神
に
対
す
る
作
用

で
あ
っ
て
も
正
当
な
処
罰
根
拠
と
認
め
ら
れ
う
る
。
少
な
く
と
も
現
行
法
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

第
三
款　

個
人
の
生
活
領
域
、
意
思
活
動
の
自
由
、
日
常
生
活
を
安
全
且
つ
平
穏
に
形
成
し
て
い
く
権
利
な
い
し
利
益

　

ド
イ
ツ
の
立
法
者
及
び
通
説
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
三
八
条
一
項
の
保
護
法
益
を
個
人
の
生
活
領
域
と
捉
え
て
い
た
。
日
常
生
活
を
安

全
且
つ
平
穏
に
形
成
し
て
い
く
権
利
な
い
し
利
益
と
い
う
表
現
の
も
と
で
実
質
的
に
同
義
の
見
解
が
日
本
の
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
の
保

護
法
益
に
関
し
て
主
張
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
個
人
の
生
活
領
域
は
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
の
保
護
法
益
の
候
補
と
な

り
得
る
。

　

個
人
の
生
活
領
域
と
い
う
概
念
に
対
し
て
は
、
構
成
要
件
解
釈
へ
の
寄
与
を
ほ
と
ん
ど
な
し
え
な
い
と
の
批
判
が
可
能
で
あ
る
。
個

人
の
生
活
領
域
に
対
す
る
侵
害
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
事
態
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
場
合
、
ま
ず
思
い
至

る
の
が
、
被
害
者
の
生
活
空
間
へ
の
被
害
者
の
意
思
に
反
し
た
他
者
の
侵
入
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
諸
個
人
の
生
活
空
間
は

不
可
避
的
に
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
り
、
自
身
の
生
活
空
間
一
般
に
対
す
る
排
他
的
支
配
は
保
護
に
値
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
刑
法
に

よ
る
保
護
の
対
象
と
す
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
形
で
限
定
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
な
限
定
の
方
法
と
し
て
、
第
一
に
、
個

人
の
生
活
領
域
概
念
に
空
間
的
な
限
定
を
か
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
、
被
害
者
の
住
居
や
職
場
等
、
被

害
者
の
生
活
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
ス
ト
ー
キ
ン
グ
の
み
が
当
罰
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
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第
三
章
第
三
節
第
二
款
第
一
項
に
お
い
て
紹
介
し
た
ク
レ
ン
ツ
に
よ
る
批
判
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
、
ス
ト
ー
キ
ン
グ
の
本
質
は
他
者

に
対
す
る
執
着
に
存
す
る
の
で
あ
り
行
為
が
行
わ
れ
る
場
所
は
重
要
で
な
い
と
い
う
一
般
的
認
識
に
基
づ
け
ば
、
こ
の
よ
う
な
限
定
は

採
用
さ
れ
え
な
い
。
第
二
に
、
個
人
の
生
活
領
域
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
の
み
が
当
罰
的
で
あ
る
と
構
成
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
当
該
構
成
を
採
用
す
る
場
合
、
個
人
の
生
活
領
域
と
い
う
保
護
法
益
は
構
成
要
件
解
釈
に
と
っ
て
何
ら
有
用
で
な
い
も
の
と

な
っ
て
し
ま
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
構
成
に
よ
れ
ば
、
構
成
要
件
解
釈
の
限
定
は
主
と
し
て
侵
害
の
程
度
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、

保
護
法
益
そ
れ
自
体
は
解
釈
を
指
導
・
限
定
す
る
機
能
を
果
た
し
得
な
い
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、

ど
の
よ
う
に
し
て
侵
害
の
当
罰
的
な
程
度
を
把
握
す
る
の
か
も
不
明
確
な
ま
ま
に
と
ど
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
の
生
活
領
域
を
ス

ト
ー
カ
ー
行
為
罪
の
保
護
法
益
に
据
え
る
の
は
妥
当
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

当
該
見
解
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
、「
個
人
の
生
活
形
成
に
関
す
る
被
害
者
の
意
思
決
定
及
び
行
動
の
自
由
」
や
「
一
般
的
人
格

権
の
一
部
と
し
て
の
『
自
己
決
定
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
』」
の
よ
う
に
、
意
思
活
動
の
自
由
を
保
護
法
益
の
中
心
に
据
え
る
見
解
が

ド
イ
ツ
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
ス
ト
ー
キ
ン
グ
に
よ
る
被
害
と
し
て
重
要
な
要
素
の
一
つ
を
捉
え
そ
こ

な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
い
う
重
要
な
要
素
の
一
つ
と
は
、
恐
怖
心
の
惹
起
な
い
し
個
人
の
安
心
感
の
侵
害
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
第
三
章
第
三
節
第
二
款
第
一
項
に
お
い
て
紹
介
し
た
キ
ン
ツ
ィ
ヒ
に
よ
る
第
二
の
通
説
批
判
に
い
う
、
ス
ト
ー
キ
ン
グ
に
よ

る
第
一
次
的
な
被
害
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
該
第
一
次
的
な
被
害
へ
の
着
目
は
、
以
下
で
示
す
通
り
、
意
思
活
動
の
自
由
の
断
片
的
保

護
と
い
う
日
本
刑
法
の
従
来
の
方
針
に
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
を
合
致
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
、
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。
こ
れ
は
、
個

人
の
生
活
領
域
な
い
し
一
般
的
人
格
権
の
包
括
的
な
保
護
の
導
入
は
、
こ
れ
ま
で
ド
イ
ツ
に
お
い
て
行
わ
れ
て
き
た
人
格
の
断
片
的
保

護
と
い
う
試
み
に
反
す
る
と
い
う
、
キ
ン
ツ
ィ
ヒ
に
よ
る
通
説
に
対
す
る
第
一
の
指
摘
と
同
趣
旨
で
あ
る
。

　

通
説
に
よ
っ
て
意
思
決
定
・
意
思
活
動
の
自
由
を
保
護
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
犯
罪
と
し
て
、
脅
迫
罪
と
強
要
罪
が
あ
る
。
し

（
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か
し
、
こ
れ
ら
は
、「
生
命
、
身
体
、
自
由
、
名
誉
又
は
財
産
に
対
し
害
を
加
え
る
旨
の
」
脅
迫
な
い
し
暴
行
か
ら
の
み
意
思
活
動
の

自
由
を
保
護
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
行
刑
法
に
お
い
て
意
思
活
動
の
自
由
は
包
括
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え

ば
、
欺
罔
に
よ
る
意
思
活
動
の
自
由
の
侵
害
・
危
殆
化
は
処
罰
さ
れ
て
い
な
い
し
、
そ
れ
は
結
論
的
に
も
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
暴
行
・
脅
迫
と
い
う
行
為
態
様
が
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
身
体
の
安
全
・
個
人
の
安
心
感
が
、
こ
こ
で
は
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
は
、
意
思
活
動
の
自
由
の
み
を
保
護
法
益
と
し
て
も
全
く
問
題
な
い
と
す
る
立
場
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
再
反
論
が

考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
暴
行
・
脅
迫
と
い
う
行
為
態
様
は
社
会
通
念
上
許
容
さ
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
欺
罔
と
い
う
行
為
態
様
は

そ
う
で
は
な
い
と
い
う
再
反
論
、
す
な
わ
ち
、
意
思
活
動
の
自
由
の
み
を
保
護
法
益
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
社
会
通
念
に
よ
っ
て
行

為
態
様
の
限
定
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
両
者
の
間
で
社
会
通
念
上
の
許
容
の
程
度
が
異
な
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
暴
行
・
脅
迫
に
は
身
体
ま
た
は
精
神
の
健
康
を
害
す
る
と
い
う
特
有
の
性
質
が
認
め
ら
れ
る
た
め
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
た
だ
単
に
社
会
通
念
上
違
い
が
あ
る
と
述
べ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
違
い
が
何
に
よ
る
の
か
と

い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
れ
を
保
護
法
益
に
明
示
的
に
反
映
さ
せ
る
方
が
望
ま
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
欺
罔
に

よ
る
場
合
と
暴
行
・
脅
迫
に
よ
る
場
合
と
で
は
、
意
思
活
動
の
自
由
と
い
う
法
益
に
対
す
る
侵
害
・
危
殆
化
の
程
度
に
お
い
て
差
が
あ

る
と
の
再
反
論
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
被
害
者
の
真
意
に
基
づ
く
意
思
決
定
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
お

い
て
、
両
者
は
同
様
で
あ
る
。
両
者
に
は
、
自
身
の
意
思
活
動
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
な
い
し
危
殆
化
、
す
な
わ
ち
、
真
意
に
沿
わ
な

い
意
思
決
定
の
強
制
な
い
し
そ
の
危
険
の
発
生
を
被
害
者
が
自
覚
・
認
識
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
差
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の

よ
う
な
認
識
と
意
思
活
動
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
の
程
度
は
無
関
係
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
意
思
活
動
の
自
由
を
保
護
法
益
と
す
る
見
解
は
、
個
人
の
安
心
感
の
侵
害
と
い
う
、
ス
ト
ー
キ
ン
グ
に
よ
る
第
一
次
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的
な
被
害
で
あ
り
、
ま
た
脅
迫
罪
・
強
要
罪
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
要
素
を
捉
え
そ
こ
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
日

常
生
活
を
安
全
且
つ
平
穏
に
形
成
し
て
い
く
権
利
な
い
し
利
益
を
保
護
法
益
と
解
す
る
見
解
に
対
し
て
も
、
同
様
の
批
判
が
向
け
ら
れ

る
。

　

第
四
款　

個
人
の
安
心
感

　

本
罪
の
保
護
法
益
を
個
人
の
安
心
感
と
解
す
る
見
解
に
つ
い
て
、
そ
の
主
張
者
は
、
個
人
の
安
心
感
の
程
度
、
す
な
わ
ち
、
漠
然
と

し
た
不
安
感
の
惹
起
に
よ
っ
て
も
侵
害
さ
れ
う
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
明
ら
か
で
な
い

場
合
、
第
二
章
第
二
節
第
二
款
第
二
項
に
お
い
て
紹
介
し
た
二
つ
の
批
判
、
つ
ま
り
、
心
の
安
寧
を
刑
法
に
よ
り
包
括
的
に
保
護
す
る

こ
と
の
不
当
性
お
よ
び
反
復
性
要
件
の
理
論
的
基
礎
づ
け
の
不
可
能
性
の
指
摘
が
妥
当
し
う
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
批
判
お
よ
び
意
思
活
動
の
自
由
と
個
人
の
身
体
・
安
心
感
の
危
殆
化
・
侵
害
と
い
う
二
つ
の
要

素
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
脅
迫
罪
・
強
要
罪
の
独
自
の
当
罰
性
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
前
述
の
理
解
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
ス
ト
ー

カ
ー
行
為
罪
に
お
け
る
「
個
人
の
安
心
感
」
は
、
日
常
生
活
の
遂
行
を
困
難
な
ら
し
め
る
程
度
の
恐
怖
の
惹
起
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
侵

害
さ
れ
た
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
安
心
感
、
す
な
わ
ち
、「
日
常
生
活
を
送
る
に
あ
た
り
必
要
不
可
欠
な
個
人
の
安
心
感
」
と
限
定
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
個
人
の
安
心
感
と
意
思
活
動
の
自
由
の
両
者
を
保
護
法
益
に
据
え
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
漠
然
と
し
た
不
安

感
の
発
生
と
い
う
日
常
的
な
現
象
を
刑
法
上
重
要
な
被
害
の
一
つ
と
捉
え
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
た
め
、
適
切
で
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
前
述
の
二
つ
の
批
判
に
応
答
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
第
一
の
批
判
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う

に
限
定
さ
れ
た
個
人
の
安
心
感
に
対
す
る
刑
法
的
保
護
の
承
認
は
、
刑
法
に
よ
る
心
の
安
寧
の
包
括
的
保
護
に
は
あ
た
ら
な
い
。
第
二

の
批
判
は
、
保
護
法
益
を
単
な
る
個
人
の
安
心
感
と
解
す
る
見
解
だ
け
で
な
く
、
私
見
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
う
る
。
と
い
う
の
も
、

一
回
限
り
の
行
為
に
よ
り
「
日
常
生
活
を
送
る
に
あ
た
り
必
要
不
可
欠
な
個
人
の
安
心
感
」
が
危
殆
化
さ
れ
る
と
い
う
事
態
も
想
定
可
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能
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
大
量
の
動
物
の
死
体
と
「
あ
な
た
の
こ
と
を
諦
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
送
り
ま

す
。」
と
い
う
内
容
の
手
紙
が
元
交
際
相
手
に
よ
り
被
害
者
の
住
居
の
前
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

当
該
行
為
が
一
度
限
り
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
「
つ
き
ま
と
い
等
」
に
該
当
す
る
よ
う
な
行
為
が
全
く
な
さ
れ
な
い
と
い
う
ケ
ー

ス
は
、
極
め
て
稀
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
加
え
、
第
五
章
第
二
節
第
二
款
に
お
い
て
詳
述
す
る
よ
う
に
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪

の
規
制
対
象
で
あ
る
ス
ト
ー
キ
ン
グ
と
い
う
現
象
の
特
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
保
護
法
益
と
は
無
関
係
に
、
一
度
限
り
の
行
為
の
不
可

罰
性
は
理
論
的
に
説
明
さ
れ
う
る
。

　

ま
た
、
安
心
感
の
対
象
、
す
な
わ
ち
、
何
に
対
す
る
な
い
し
何
に
関
す
る
安
心
感
を
い
う
の
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
と
な
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
二
条
三
項
の
不
安
方
法
の
内
容
か
ら
、
身
体
の
安
全
、
住
居
等
の
平
穏
若
し
く
は
名
誉
が
害
さ
れ
な
い
こ
と
、
そ
し

て
行
動
の
自
由
が
著
し
く
害
さ
れ
な
い
こ
と
に
対
す
る
安
心
感
を
い
う
と
解
さ
れ
る
。
以
上
よ
り
、
本
罪
は
「
日
常
生
活
を
送
る
に
あ

た
り
必
要
不
可
欠
な
個
人
の
安
心
感
」
に
対
す
る
危
険
犯
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
三
節　

小
括

　

本
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
如
何
な
る
利
益
が
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
の
保
護
法
益
に
据
え
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問

題
に
取
り
組
ん
だ
。
ま
ず
、
エ
ス
カ
レ
ー
ト
後
の
行
為
に
よ
る
被
害
に
着
目
す
る
日
本
の
通
説
的
見
解
に
考
察
を
加
え
た
。
す
な
わ
ち
、

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
に
は
、「
個
人
の
身
体
、
自
由
及
び
名
誉
」
に
対
す
る
客
観
的
危
険
は
存
在
せ
ず
、
当
該
利
益
と
の
関
係
で
は
行
為

者
の
危
険
な
性
格
・
傾
向
性
の
発
露
し
か
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
を
正
当
な
処
罰
根
拠
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
は
、
刑
事
立
法
に
よ
る

処
罰
範
囲
の
著
し
い
拡
大
の
お
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
の
構
成
要
件
解
釈
を
不
安
定
に
し
、
さ
ら
に
、
望
ま
し
く
な

い
解
釈
論
上
の
帰
結
を
招
き
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
通
説
的
見
解
は
支
持
さ
れ
難
い
。

　

次
に
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
う
る
諸
利
益
の
う
ち
、
ど
れ
が
最
も
本
罪
の
保
護
法
益
と
し
て
適
切
か
、

（
60
）
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ストーカー行為罪に関する一考察（一）　

一
条
の
目
的
規
定
に
即
し
て
換
言
す
れ
ば
、「
生
活
の
安
全
と
平
穏
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問

題
に
考
察
を
加
え
た
。
諸
見
解
の
検
討
の
後
、
最
終
的
に
、「
日
常
生
活
を
送
る
に
あ
た
り
必
要
不
可
欠
な
個
人
の
安
心
感
」
が
本
罪

の
保
護
法
益
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。

現
在
に
至
る
ま
で
に
二
度
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。
本
論
文
の
考
察
対
象
で
あ
る
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
に
関
し
て
い
え
ば
、
二
〇
一
三
年
の
第

一
回
改
正
に
よ
り
、
電
子
メ
ー
ル
の
連
続
送
信
が
新
た
な
行
為
類
型
と
し
て
二
条
一
項
五
号
に
追
加
さ
れ
た
。
二
〇
一
六
年
の
第
二
回
改
正
で
は
、

平
成
二
五
年
改
正
法
附
則
第
五
条
の
検
討
条
項
に
基
づ
い
て
警
察
庁
が
設
置
・
開
催
し
た
「
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
の
在
り
方
に
関
す
る

有
識
者
検
討
会
」
に
お
け
る
議
論
（
同
検
討
会
の
報
告
書
と
し
て
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
の
在
り
方
に
関
す
る
有
識
者
検
討
会
『
ス

ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
の
在
り
方
に
関
す
る
報
告
書
』（
二
〇
一
四
））
も
ふ
ま
え
、
二
条
一
項
一
号
へ
の
住
居
等
の
付
近
を
み
だ
り
に
う
ろ

つ
く
行
為
の
追
加
、
二
条
一
項
五
号
へ
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
連
続
送
信
等
の
追
加
、
重
罰
化
が
行
わ
れ
た
。

平
成
一
二
年
五
月
一
六
日
参
議
院
地
方
行
政
・
警
察
委
員
会
会
議
録
一
〇
号
一
─
二
頁
〔
松
村
龍
二
議
員
答
弁
〕。

瀬
川
晃
「
ス
ト
ー
キ
ン
グ
と
刑
事
規
制
」
産
大
法
学
三
四
巻
三
号
（
二
〇
〇
〇
）
一
一
七
頁
、
滝
谷
英
幸
「
判
批
」
法
律
時
報
八
六
巻
四
号

（
二
〇
一
四
）
一
二
五
頁
、
小
坂
亮
「
判
批
」
法
律
時
報
八
〇
巻
五
号
（
二
〇
〇
八
）
一
〇
七
─
一
〇
九
頁
、
長
岡
範
泰
「
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法

に
つ
い
て
」
法
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
（
関
西
大
学
大
学
院
）
七
四
号
（
二
〇
〇
三
）
四
一
三
─
四
一
五
、
四
六
二
─
四
六
三
頁
。

瀬
川
・
前
掲
注
（
3
）
一
一
七
頁
、
滝
谷
・
前
掲
注
（
3
）
一
二
五
頁
、
小
坂
・
前
掲
注
（
3
）
一
〇
七
─
一
〇
九
頁
。
ま
た
、
瀬
川
・
一

一
七
頁
と
滝
谷
・
一
二
五
頁
は
、
個
人
の
生
命
も
保
護
法
益
に
含
ま
れ
る
と
明
言
し
て
い
る
。

山
田
耕
司
・
最
判
解
刑
事
篇
平
成
一
五
年
度
六
二
九
頁
。

前
掲
注
（
3
）
参
照
。

前
掲
注
（
4
）
参
照
。

四
條
北
斗
「
判
批
」
大
阪
経
大
論
集
六
六
巻
一
号
（
二
〇
一
五
）
三
〇
二
頁
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
裁
判
官
に
よ
る
論
考
と
し
て
、

矢
野
直
邦
「
特
別
法
を
巡
る
諸
問
題　

大
阪
刑
事
実
務
研
究
会
『
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
』
が
規
制
す
る
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
に
つ
い
て
」
判
例
タ
イ

ム
ズ
一
四
二
六
号
（
二
〇
一
六
）
五
頁
。
な
お
、「
身
体
の
安
全
、
住
居
等
の
平
穏
、
自
由
及
び
名
誉
」（
四
條
）
や
「
身
体
の
安
全
、
住
居
等
の

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）
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平
穏
、
名
誉
、
行
動
の
自
由
」（
矢
野
）
の
よ
う
に
、
一
条
に
い
う
「
個
人
の
身
体
、
自
由
及
び
名
誉
」
と
は
厳
密
に
は
異
な
る
表
現
が
用
い
ら

れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
実
質
的
に
は
同
義
の
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

滝
谷
・
前
掲
注
（
3
）
一
二
五
頁
、
長
岡
・
前
掲
注
（
3
）
四
六
一
─
四
六
三
頁
。
当
該
利
益
を
社
会
的
法
益
と
解
す
る
こ
と
に
対
す
る
批

判
と
し
て
、
例
え
ば
、
四
條
北
斗
「
ス
ト
ー
キ
ン
グ
に
対
す
る
構
成
要
件
の
正
当
化
な
い
し
正
統
性
に
つ
い
て
─K

ristian K
ühl

の
見
解
を
中

心
に
─
」
東
北
学
院
法
学
七
五
号
（
二
〇
一
四
）
一
三
九
頁
。

佐
野
文
彦
「
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
に
関
す
る
解
釈
論
と
立
法
論
の
試
み
」
東
京
大
学
法
科
大
学
院
ロ
ー
レ
ヴ
ュ
ー
一
〇
号
（
二
〇
一
五
）
一

三
頁
。
同
旨
、
金
澤
真
理
「
刑
法
の
基
本
理
念
か
ら
見
た
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
」
法
と
民
主
主
義
四
八
三
号
（
二
〇
一
三
）
五
二
頁
。

秋
山
紘
範
「
判
批
」
法
学
新
報
一
二
一
巻
三
・
四
号
（
二
〇
一
四
）
三
一
八
頁
。

秋
山
・
前
掲
注
（
11
）
三
一
八
頁
。

金
澤
真
理
「
行
為
の
動
機
と
犯
罪
の
目
的
」
山
形
大
学
法
政
論
叢
四
一
・
四
二
号
（
二
〇
〇
八
）
四
九
頁
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
つ

い
て
よ
り
一
層
の
議
論
が
必
要
と
な
る
と
述
べ
る
も
の
と
し
て
、
曽
根
威
彦
「
現
代
刑
法
と
法
益
論
の
変
容
」
岡
本
勝
ほ
か
編
『
刑
事
法
学
の
現

代
的
課
題
：
阿
部
純
二
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』（
第
一
法
規
、
二
〇
〇
四
）
五
五
頁
、
四
條
・
前
掲
注
（
8
）
三
〇
一
頁
。

佐
野
・
前
掲
注
（
10
）
一
三
頁
。

佐
野
・
前
掲
注
（
10
）
一
三
─
一
四
頁
。

佐
野
・
前
掲
注
（
10
）
一
三
─
一
四
頁
。

ド
イ
ツ
刑
法
二
三
八
条
に
つ
い
て
紹
介
す
る
日
本
語
文
献
と
し
て
、
嘉
門
優
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
処
罰
規
定
の
新
設
に
つ

い
て
」
國
學
院
法
学
四
五
巻
四
号
（
二
〇
〇
八
）
六
七
頁
以
下
、
齋
藤
純
子
「
ド
イ
ツ
の
ス
ト
ー
キ
ン
グ
対
策
立
法
─
『
暴
力
保
護
法
』
と
『
つ

き
ま
と
い
処
罰
法
』」
外
国
の
立
法
二
三
三
号
（
二
〇
〇
七
）
九
八
頁
以
下
、
四
條
北
斗
「『
漸
次
犯
』
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
」
東
北
学
院
法
学

七
三
号
（
二
〇
一
二
）
二
二
〇
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注
（
9
）
一
三
七
頁
以
下
、
佐
野
・
前
掲
注
（
10
）
三
頁
以
下
、
守
山
正
編
『
ス
ト
ー
キ
ン

グ
の
現
状
と
対
策
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
九
）
三
七
七
─
三
九
八
頁
〔
小
名
木
明
宏
〕
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
二
〇
一
七
年
の
改
正
を
紹
介
す
る

文
献
に
つ
い
て
は
、
後
掲
注
（
23
）
参
照
。

BGBl,I, S.354.
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（
9
）

（
10
）

（
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）

（
12
）

（
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）
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）
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15
）

（
16
）

（
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）

（
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）

（
19
）
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ストーカー行為罪に関する一考察（一）　

暴
力
行
為
及
び
つ
き
ま
と
い
か
ら
の
民
事
法
的
保
護
に
関
す
る
法
律
（
暴
力
保
護
法
）
の
概
要
及
び
ス
ト
ー
キ
ン
グ
対
策
と
し
て
の
同
法
の

不
十
分
性
に
つ
い
て
、
斎
藤
・
前
掲
注
（
17
）
一
〇
三
頁
以
下
な
ど
。

立
法
過
程
の
詳
細
に
つ
い
て
、
嘉
門
・
前
掲
注
（
17
）、
斎
藤
・
前
掲
注
（
17
）
な
ど
。

BGBl,I, S. 386.
改
正
経
緯
の
詳
細
に
つ
い
て
、
守
山
・
前
掲
注
（
17
）
三
九
一
─
三
九
五
頁
〔
小
名
木
〕、
四
條
北
斗
「
ド
イ
ツ
刑
法
二
三
八
条
（
つ
き
ま

と
い
罪
）
の
二
〇
一
七
年
改
正
に
つ
い
て
」
大
阪
経
大
論
集
七
〇
巻
一
号
（
二
〇
一
九
）
四
五
頁
以
下
。

BR-D
rs. 193/1/14, S. 4.

BR-D
rs. 193/1/14, S. 2.

BR-D
rs. 193/1/14, S. 2.

BT
-D

rs. 18/9946, S. 7.
BT

-D
rs. 18/10654, S. 2.

BGBl,I, S. 386.
BT

-D
rs. 16/575 S. 6.

BT
-D

rs. 16/575 S. 6 f.
T

hom
as Fischer, Strafgesetzbuch und N

ebengesetze, 60. A
ufl. 2013, §238, Rn. 2 ; Florian K

nauer, D
er Schutz der 

Psyche im
 Strafrecht, 2013, S. 211 ; K

arl Lackner/K
ristian K

ühl, Strafgesetzbuch K
om

m
entar, 27. A

ufl. 2011, §238, Rn. 1.
BGH

St 54, 189-202 Rn. 14.
A

ndreas M
osbacher, N

achstellung - §238 StGB, N
StZ 2007, S. 665.

当
該
判
示
箇
所
に
お
い
て
、
こ
の
文
献
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、Fischer, a. a. O

. (A
nm

. 32), §238, Rn. 2 ; K
ristian K

ühl, Einordnungs- und A
nw

endungsproblem
e bei der 

N
achstellung, Festschrift für K

laus Geppert, 2011, S. 314 ; Lackner/K
ühl, a. a. O

. (A
nm

. 32), §238, Rn. 1 ; Gereon W
olters, 

in : System
atischer K

om
m

entar zum
 Strafgesetzbuch, 9. A

ufl. Band. 4, 2017, §238, Rn. 5.
Lackner/K

ühl, a. a. O
. (A

nm
. 32), §238, Rn. 1.

M
osbacher, a. a. O

. (A
nm

. 34), S. 665.
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）
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論　　　説
A

dolf Schönke/H
orst Schröder-Jörg Eisele, Strafgesetzbuch K

om
m

entar, 29. A
ufl, 2014, §238, Rn. 4.

N
adja K

raenz, D
er strafrechtliche Schutz des Persönlichkeitsrechts, 2008, S. 318.

Jörg K
inzig, Stalking - ein Fall für das Strafrecht?, ZRP 2006, S. 257.

ド
イ
ツ
の
通
説
は
、
脅
迫
罪
の
保
護
法
益
を
「
個
人
の
法
的
平
穏
」
と
捉
え
て
い
る
。
例
え
ば
、Gunther A

rzt/U
lrich W

eber, 
Strafrecht Besonderer T

eil, 3. A
uflge. 2015, §9, Rn. 96 ; Schönke/Schröder-Eisele, a. a. O

. (A
nm

. 38), §241, Rn. 2 ; Lackner/
K

ühl, a. a. O
. (A

nm
. 32), §241, Rn. 1 ; Friedrich T

oepel, N
om

os K
om

m
nentar zum

 Strafgesetzbuch, 5. A
ufl. 2017, §241, Rn. 

5 ; W
olters, a. a. O

. (A
nm

. 35), §241, Rn. 2 

な
ど
。
個
人
の
法
的
平
穏
と
恐
怖
か
ら
の
自
由
の
異
同
に
つ
い
て
、K

inzig, a. a. O
. (A

nm
. 

40), S. 255 ff.

は
特
に
言
及
し
て
い
な
い
。

K
nauer,a. a. O

. (A
nm

. 32), S. 155.
K

raenz, a. a. O
. (A

nm
. 39), S. 315 ff.

W
olfgang M

itsch, D
er neue Stalking-T

atbestand im
 Strafgesetzbuch, N

JW
 2007, S. 1237; Frank M

eyer, Strafbarkeit 
und Strafw

ürdigkeit von „Stalking
“ im

 deutschen Recht, ZStW
 115 (2003), S. 284.

な
お
、M

eyer, a. a. O
.

は
、
そ
の
公
刊
時
期
を

見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ス
ト
ー
キ
ン
グ
に
対
す
る
処
罰
規
定
の
立
法
提
案
で
あ
り
、
マ
イ
ヤ
ー
の
い
う
「
個
人
の
法
的
平
穏
」
と
い
う
利
益

は
ド
イ
ツ
刑
法
二
三
八
条
一
項
の
保
護
法
益
と
し
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
当
該
利
益
は
二
三
八
条
一
項
の
保
護
法
益
と
し

て
十
分
主
張
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
日
本
の
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
罪
の
保
護
法
益
の
候
補
と
も
な
り
う
る
こ
と
か
ら
、

本
論
文
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

M
eyer, a. a. O

. (A
nm

. 44), S. 284.
M

itsch, a. a. O
. (A

nm
. 44), S. 1237.

W
olters, a. a. O

. (A
nm

. 35), §238, Rn. 5.
Schönke/Schröder-Eisele, a. a. O

. (A
nm

. 38), §238, Rn. 4.
K

inzig, a. a. O
. (A

nm
. 40), S. 257.

も
っ
と
も
、
キ
ン
ツ
ィ
ヒ
は
、
立
法
論
と
し
て
は
当
該
処
罰
規
定
に
対
し
て
懐
疑
的
で
あ
る

（K
inzig, a. a. O

., S. 258

）。

Schönke/Schröder-Eisele, a. a. O
. (A

nm
. 41), §238, Rn. 4 ; V

iola Spohn, Zehn Jahre A
nti-Stalking-Gesetz, 2017, S. 74.
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ストーカー行為罪に関する一考察（一）　
Spohn, a. a. O

. (A
nm

. 50), S. 74.
K

nauer, a. a. O
. (A

nm
. 32), S. 211.

K
nauer, a. a. O

. (A
nm

. 32), S. 239.

改
正
以
前
の
規
定
に
対
す
る
立
法
提
案
で
あ
る
が
、
改
正
後
の
規
定
に
対
し
て
も
妥
当
す
る
と
思
わ

れ
る
。

K
nauer, a. a. O

. (A
nm

. 32), S. 239.

当
該
立
法
論
に
つ
い
て
、
精
神
の
健
康
に
対
す
る
侵
害
は
ド
イ
ツ
刑
法
二
二
三
条
一
項
の
傷
害
罪
に

包
摂
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
う
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、K

nauer, a. a. O
., S. 199 ff

参
照
。

例
え
ば
、
佐
野
・
前
掲
注
（
10
）
一
四
頁
。

金
澤
・
前
掲
注
（
13
）
四
八
頁
。

René Bloy, D
er strafrechtliche Schutz der psychischen Integrität, Festschrift für A

lbin Eser, 2005, S. 244.

井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
各
論
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
）
一
二
三
頁
、
佐
久
間
修
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕』（
成
文
堂
、
二
〇
一
二
）
八

五
頁
、
西
田
典
之
『
刑
法
各
論
［
第
七
版
］』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
八
）
七
五
頁
、
林
幹
人
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇

〇
七
）
七
六
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
脅
迫
罪
の
保
護
法
益
を
「
個
人
の
安
心
感
」
と
解
す
る
の
が
、
大
谷
實
『
刑
法
講
義
各
論
〔
新
版
第
四
版
補

訂
版
〕』（
成
文
堂
、
二
〇
一
五
）
八
三
─
八
四
頁
、
小
野
清
一
郎
『
新
訂
刑
法
講
義
各
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
四
）
一
九
九
頁
、
斎
藤
信
治

『
刑
法
各
論
〔
第
四
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
）
六
〇
頁
、
高
橋
則
夫
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕』（
成
文
堂
、
二
〇
一
四
）
八
六
頁
、
中
森
喜

彦
『
刑
法
各
論
〔
第
四
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
五
）
四
八
頁
、
前
田
雅
英
『
刑
法
各
論
講
義
〔
第
六
版
〕』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
）

七
六
頁
。
ま
た
、
意
思
決
定
の
自
由
と
個
人
の
安
心
感
の
両
者
を
保
護
法
益
と
す
る
見
解
が
、
曽
根
威
彦
『
刑
法
各
論
〔
第
五
版
〕』（
弘
文
堂
、

二
〇
一
二
）
五
二
頁
、
山
口
厚
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
）
七
三
頁
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。

井
田
・
前
掲
書
一
二
〇
頁
、
佐
久
間
・
前
掲
書
八
五
頁
、
曽
根
・
前
掲
書
五
二
頁
、
山
口
・
前
掲
書
七
七
頁
な
ど
。

こ
の
問
題
は
、
私
見
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
他
の
諸
見
解
に
お
い
て
も
同
様
に
生
じ
る
。
例
え
ば
、
こ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
日
常
生
活

を
安
全
且
つ
平
穏
に
形
成
し
て
い
く
権
利
な
い
し
利
益
が
危
殆
化
さ
れ
て
い
な
い
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
個
人
の
身
体
、
自
由
及
び

名
誉
」
を
保
護
法
益
と
す
る
通
説
的
見
解
の
立
場
か
ら
も
、
重
大
犯
罪
等
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
可
能
性
が
十
分
に
現
れ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
ざ

る
を
得
な
い
。
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